
 1 / 1 

○報告書インスタンス作成ガイドライン 新旧対照表 
 

新 旧（投信法改正対応版） 
 

6-2-4-3 独立監査人の報告書を複数作成する場合 

（略） 

図表 6-2-9 独立監査人の報告書を複数作成する場合 
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任意の独立監査人の報告書
代表となる様式ツリー

独立監査人の報告書

独立監査人の報告書、個別

任意の独立監査人の報告書
様式ツリー・・・表示リンク

独立監査人の報告書

凡例

目次要素

要素
（包括タグ又は詳細タグ）

独立監査人の報告書、連結

parent start

･･･

EDINETコードの追番

000
EDINETコードの追番

000 ※

※ 被合併会社の財務諸表に対する
独立監査人の報告書を作成する場合
のEDINETコードの追番は「001」以降
を指定してください。
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